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参
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挙
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○
参
議
院
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京
都
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）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会

人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
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…
二

告

示
（
選
挙
分
会
長
）

○
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立

会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
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…
…
二

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
九
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二

指
定
理
由

人
の
身
体
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
に
幻
覚
等
の
作
用

を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
濫
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
健
康

に
被
害
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三

施
行
期
日

令
和
七
年
七
月
四
日
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
七
年
七
月
二
十
日
執
行
の
参
議
院
議
員
選
挙
に
お

い
て
繰
上
投
票
を
行
う
投
票
区
及
び
投
票
期
日
を
次
の
と
お
り
定
め

た
。

令
和
七
年
七
月
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

繰
上
投
票
区

小
笠
原
村
第
二
投
票
区
（
母
島
）

繰
上
投
票
期
日

令
和
七
年
七
月
十
九
日

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
七
年
七
月
二
十
日
執
行
の
参
議
院
（
東
京
都
選

出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

場
所

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
北
塔
四
十
階

日
時

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

午
後
二
時

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
七
年
七
月
二
十
日
執
行
の
参
議
院
（
比
例
代
表
選

出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分
会
の
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

場
所

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
北
塔
四
十
階

日
時

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

午
後
二
時
三
十
分

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
四
条
第

一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
並
び
に
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
七
年
七
月
二
十
日
執
行
の
参
議
院
（
東
京
都
選
出
）
議
員
選
挙
に

お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
は
、
次
の
額
を

超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

令
和
七
年
七
月
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

支
出
制
限
額

五
千
九
百
二
十
五
万
円

告

示
（
選
挙
長
）

◉
参
議
院
（
東
京
都
選
出
）
議
員
選
挙
選
挙
長
告
示
第
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七

年
七
月
二
十
日
執
行
の
参
議
院
（
東
京
都
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け

る
選
挙
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
三
日

参
議
院
（
東
京
都
選
出
）
議
員
選
挙
選
挙
長

澤

野

正

明

場
所

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
北
塔
四
十
階

日
時

令
和
七
年
七
月
十
八
日

午
前
十
時

告

示
（
選
挙
分
会
長
）

◉
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
選
挙
分
会
長
告
示
第
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七

年
七
月
二
十
日
執
行
の
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
に
お

け
る
選
挙
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
三
日

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
選
挙
分
会
長

澤

野

正

明

場
所

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
北
塔
四
十
階

日
時

令
和
七
年
七
月
十
八
日

午
前
十
時
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